
電子申請による有料老人ホーム設置届出の流れ　（申請者用）

申請者 電子申請システム

①申請項目

②添付書類

申請

・利用者登録を行って申請ください

・「入力中のデータを保存する」は、添付書類は保存されません

・申請が受理される迄は、修正可能です（受理される迄はログイン

して「申込内容照会」で表示される処理状況は「処理待ち」となる

受付メール自動送付

申請者に受付Eメール送付
件名：有料老人ホーム

設置届出の受付

申請者にEメール送付
件名：【沖縄県電子申請サー

ビス】お知らせ通知メール

・訂正が全て完了した場合は、

補正完了通知

・さらに訂正が必要な場合は、３，４

実線は必須処理

４．訂正内容の確認
・電子申請にログインして伝達事項を確認

・修正事項は、伝達事項の上に添付されている

訂正依頼ファイルに記載

さらに訂正が必要な場合は、り繰り返し

・電子申請システムから設置届出の

完了（あるいは補正完了）通知メール送付

申請者にEメール送付
件名：有料老人ホーム

設置届出完了通知メール

電子申請システムから訂正依頼送付

（お知らせ通知メール）

訂正が

３．収受捺印済「設置届出」pdf

のダウンロード
（必須ではありません。必要によりダウンロード）

破線は必要な場合のみ

申請者にEメール送付
件名：有料老人ホーム設置

届出の修正依頼

あるいは

処理状況：処理待ち

設置届出への収受印捺印済PDFの

システム添付

設置届出収受印捺印済
pdf

１．設置届出電子申請

・申請項目入力

・書類の添付

処理状況：処理待ち

・電子申請では、届出書本体を、電子申請システムにて

入力し作成する様式と、従来のワード形式に

設置届出様式（第9号様式（第21条関係）を添付する方式

の2つの方式のどちらかで申請できます。

どちらの方法で申請した場合でも収受印を捺印した

書類は、PDFをシステムの添付しますので、申請者が

電子申請システムにログインしてダウンロードください

・PDFがシステムに添付されましたら、Eメールでお知らせ

処理状況：受理（返信済）から完了になる

注意：添付書類等の訂正や追加提出の

場合は、「4．訂正内容の入力」に記載の

５．訂正内容の入力
・電子申請あるいはEメールで訂正書類を添付(送付）

・電子申請の場合は、 「沖縄県有料老人ホーム

設置届出添付書類再提出（事業者用）」を使用

訂正書類添付

（送付）

６．設置届出完了あるいは

設置届出補正完了通知の受信
（電子申請からのメール等で通知）」

・事務連絡文書を電子申請からあるいは、

Eメール添付文書から件ダウンロード可能

訂正が

必要な場合

訂正が

必要な場合

６．訂正提出の確認
・電子申請、あるいはEメールで提出

された訂正書類を確認する

訂正が全て

完了の場合

訂正が

不要の場合

２．申請書類確認
・訂正が必要な場合は訂正依頼を

作成して、電子申請で返信。

訂正が

不要の場合
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